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燃料高騰時の価格転嫁の徹底について（情報提供） 

 

平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今般の中東情勢を受け、トラック運送事業者が使用する軽油を含む燃料価格

が高騰しつつあることに加え、石油販売会社がタンクローリーによる大口購入者向け

軽油の販売停止や数量の制限を行っており、従前どおりの軽油の調達が難しくなって

いる状況がみられるなど、トラック運送事業者の事業運営に支障が生じることが懸念

されていることから、別添のとおり関係団体に対し、別添の要請文が発出されており、

国土交通省から参考共有がございましたので情報提供いたします。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、必要に応じ、貴会会員企業の皆様

にご案内賜りますようお願い申し上げます。 

 

【添付資料】 

 ・別添１＿（参考共有）燃料高騰時の価格転嫁の徹底について 

 

以 上 
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